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この計画書概要版の各ページには，「音声コード」（Uni-Voice）」を付して

います。 

「音声コード」とは，1.8 センチメートル角のコードを専用の読取機やス

マートフォン用アプリが音声に変換し，文章内容を読み上げるものです。 
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１ 計画の策定に当たって 

● 計画の目的 

本計画は，国・東京都の動きや，調布市福祉のまちづくり条

例（以下「本条例」と言う。）の理念を踏まえつつ，福祉のまち

づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基

本となる計画として見直し・策定するものです。 

 

● 計画の位置付け 

本計画は，本条例の第７条に基づき策定するもので，調布市における福祉のまち

づくり推進にかかわる保健，医療，住環境，防災，教育などのあらゆる分野の施策

を包括的に盛り込んだ計画とします。 

また，市内の施設等が「福祉のまちづくり」の視点を持って整備されるよう，新

しく設置される施設等だけではなく，既存の施設等の改修の際にもできうる限り本

条例に沿った整備を促進

します。これにより，誰も

がその利用に当たり，安

全・安心で円滑に活用でき

るようになり，等しく社会

参加ができるようなまち

づくりを目指していきま

す。 

なお，計画の策定に当た

っては，地域福祉計画をは

じめ，福祉のまちづくりを

推進するうえで必要な関

連施策や他の計画との整

合を図っていきます。 

 

● 計画の期間 

本計画は，平成 30 年度から平成 35 年度までの６箇年計画とします。 

また，変化する社会情勢や，関連する他の個別計画との整合を図るため，必要に

応じて見直しを行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調布市基本構想 

調布市基本計画 

【主な関連分野別計画】 

・調布市都市計画マスタープラン 

・調布市住宅マスタープラン 

・調布市総合交通計画 

・調布市バリアフリー基本構想 

・調布市自転車等対策総合計画 

・調布市高齢者総合計画 

・調布市障害者総合計画 

・調布市子ども・子育て支援事業計画 

・調布市地域防災計画 

                      等 
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連 携 

連 携 

 国：バリアフリー法，バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱 等 

 都：東京都福祉のまちづくり条例，建築物バリアフリー条例 等 
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バリアフリーとユニバーサルデザインの違いは？ 

福祉のまちづくりの推進に欠かせない，「バリアフリー」と「ユニバーサルデザイン」の

考え方は，似ているようで少し違います。バリアフリーは，「バリア」を「フリー」にする

という言葉のとおり，障壁を取り除くことですが，ユニバーサルデザインは，誰もが利用

しやすいようにデザインをしていくという意味です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心のバリアフリーとは？ 

高齢者，障害者等が安心して日常生活や社会生活ができるようにするため，施設整備

（ハード面）だけではなく，困りごとを自らの問題として認識し，心のバリアを取り除

き，その社会参加に積極的に協力することです。 

具体的には，高齢者や障害者，認知症の方等への無理解・偏見・差別をなくしていく

などの意識面や，情報提供などのソフト面のバリアフリーとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バリアフリー 

障害のある人の社会参加を困難にしている，

物理的，社会的，制度的，心理的な障壁を

除去すること。 

ユニバーサルデザイン 

障害の有無，年齢，性別，人種等にかかわ

らず多様な人が利用しやすいよう，事前に環

境等をデザインすること。 

施設等で元々階段だっ

た箇所の，「車いすの障

害者が登れない」という 

障壁を取り除くためにスロ

ープを設置 

施設をつくる時に，障害者

だけではなく，子どもや高

齢者，ベビーカー利用者

など，様々な人が使いや

すいようにスロープを設置 

体の不自由な方や妊娠中の

人等に気付いたら，席やス

ペースを譲る。 

エレベーターが混雑して

いるときは必要としてい

る人に譲る。 

自転車を点字ブロックの上

には置かないようにする。 

何か困った様子の時には

声をかける。 

道や街中で… 

駅や電車，建物の中で… 
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２ 福祉のまちづくりの基本的方向 

● 基本理念 

 

みんなが 安心して生活できる  

こころにやさしい 福祉のまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 施策の展開 

 

Ⅰ 心を育てるまちづくりの推進 

高齢者や障害者を含めた人々の多様性への理解の促進や，偏見・差別をなくすよ

う，心のバリアフリーに関する普及啓発の充実や学校等におけるバリアフリー教育

を進めます。 

 

１ 普及啓発の充実・心のバリアフリーの推進 

 

○● 基本方針 ●○ 

 高齢者や障害者を含めた人々の多様性への理解を図

り心のバリアフリーが浸透するよう，バリアフリー教育

や市民及び職員への研修等を推進するなど，心を育む普

及啓発を進めます。 
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Ⅱ 誰もが情報を受取ることができるまちづくりの推進 

誰もが日々の生活の中で必要な情報を入手できるよう，障害者・外国人等への情

報提供体制の整備や，わかりやすい公共サインの設置などまちなかでの情報提供の

充実，情報提供内容の充実を進めます。 

 

１ 障害者・外国人等への情報提供体制の整備 

 

○● 基本方針 ●○ 

 障害者・外国人等が必要な情報を入手できるよう，手

話奉仕員，手話通訳者及び要約筆記者の派遣や，音訳・

点訳，多言語での情報提供を行います。 

 

 

２ まちなかでの情報提供の充実 

 

○● 基本方針 ●○ 

 誰もがまちなかをわかりやすく安心して歩けるよう，

ユニバーサルデザインに配慮した標識の維持管理や分

かりやすい公共サインの設置を進めます。 

 

 

３ 情報提供内容の充実 

 

○● 基本方針 ●○ 

 誰もが必要な情報を入手できるよう，市や地域が発信

する情報にユニバーサルデザインの考え方を取り入れ，

わかりやすい情報提供を行います。 

 

 

ｉｉｉｉ    

調布駅周辺案内図 

Chofu Sta. Surrounding 
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Ⅲ 誰もが移動・社会参加しやすいまちづくりの推進 

誰もが円滑に移動・外出し，いきいきと生活できるよう，外出支援などの各種移

動支援や，就労支援等の社会参加支援，市民参加等地域における意識醸成を進めま

す。 

 

１ 移動支援 

 

○● 基本方針 ●○ 

 誰もが円滑に移動し外出ができるよう，各種外出支援

や公共交通機関の充実を図ります。 

 

 

 

２ 社会参加支援 

 

○● 基本方針 ●○ 

 誰もが地域の中でいきいきと生活できるよう，就労支

援や日中活動の場の提供等の充実を図ります。 

 

 

 

３ 地域における意識醸成 

 

○● 基本方針 ●○ 

 誰もが地域の中でともに活動ができるよう，市民参加

に向けた取組や地域で活動する団体への支援等を進め

ます。 
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Ⅳ 住まい・施設等のまちづくりの推進 

誰もが安全で安心して日々の生活を送ることができるよう，住まい確保の支援や，

まち全体の一体的かつ面的な整備によるユニバーサルデザインの施設の推進，各種

施設等の安全対策の充実を進めます。 

 

１ 住まいの支援 

 

○● 基本方針 ●○ 

 誰もが安全で安心して生活ができるよう，住まいの確

保を図るとともに，耐震化やバリアフリー化等による住

環境の向上に努めます。 

 

 

２ ユニバーサルデザインの施設の推進 

 

○● 基本方針 ●○ 

 福祉のまちづくり条例に基づいた道路や公園の整備

を図るとともに，まち全体の一体的かつ面的な整備によ

り，ユニバーサルデザインによる総合的なまちづくりを

推進します。 

 

３ 施設等の安全対策の充実 

 

○● 基本方針 ●○ 

 誰もが安心した生活を営むことができるよう，下水道

や橋等の各種施設等の安全対策を充実します。 
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Ⅴ 安全・安心に過ごせるまちづくりの推進 

誰もが平常時・緊急時も安全・安心に過ごせるよう，地域が一体となった災害時

の防災対策や交通安全・防犯対策，各種ネットワークの整備など安心の暮らしの支

援を進めます。 

 

１ 災害時の防災対策の推進 

 

○● 基本方針 ●○ 

 誰もが地震や台風などの自然災害が起きた際も確実

に避難できるよう，耐震化等の減災対策を進めるととも

に，地域が一体となった防災力の向上を図ります。 

 

 

２ 交通安全・防犯対策の推進 

 

○● 基本方針 ●○ 

 誰もが安全で安心して暮らせるよう，地域と行政，関

係機関等が連携した交通安全・防犯対策を推進します。 

 

 

 

３ 安心の暮らしの支援 

 

○● 基本方針 ●○ 

 誰もが健康的で快適に暮らせるよう，各種ネットワー

クの充実やいざという時のサポート体制の充実などの

暮らしの支援を進めます。 
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